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「異学年集団による学び合い支援事業」 

北方町立北学園での授業を知事が視察します 
 

県教育委員会では、児童生徒の自己肯定感や自己有用感、コミュニケーション能力等の非認知

能力、並びに、知識及び技能、思考力、判断力、表現力等の認知能力の伸長を目的として、義務

教育段階における異学年集団による学び合いに計画的に取り組む市町村教育委員会を支援して

います。 

このたび、北方町立北学園で実施する「異学年集団による学び合い」の授業を知事が視察しま

すので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 視察日時及び場所 

令和８年６月２５日（木） ８：４０～９：２５ （１時間目の授業を視察） 

北方町立北学園（北方町北方１３６７−１） 

２ 北方町立北学園の異学年集団による学び合いの取組内容 

（１）実施する異学年集団 

「１・４・７年」「２・５・８年」「３・６・９年」の組合せで編成された小集団 

（２）実施教科及び方法 

・ 算数、数学及び国語 

・ 義務教育９年間で学ぶ基礎的・基本的な内容の教材を用いて、児童生徒が自らの学習

状況を振り返り、目標を設定して、学年を越えた仲間と共に学び合う。 

３ その他 

・ 取材を希望される場合は、６月２４日（水）１６：００までに、義務教育課担当者までご

連絡ください。 

・ 当日は、８：３０までに併設の北方町立こども園正面玄関にお越しください。 

なお、８：３０頃までは多くの児童生徒が登校しますので、安全確保にご配慮ください。 

・ 駐車場は、【北方町立こども園駐車場】をご利用ください。（次ページのとおり） 

・ 写真や映像の掲載について、承諾されていない児童生徒もいます。写真や動画を撮影（公

開）する場合は、学校が許可する教室内でのみお願いします。 

・ 撮影可能な教室については、当日お知らせします。 

 

令和８年６月１８日（木） 岐阜県発表資料 
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≪参考≫異学年集団による学び合い支援事業 

○ 事業の経緯・目的 

・県総合教育会議（令和７年９月１２日実施。知事、教育長及び教育委員が出席）において、 

小中学校における異学年集団による学び合いについて協議。 

・その後、県教育委員会で検討を進め、令和８年度から事業化。児童生徒の自己肯定感や自己

有用感、コミュニケーション能力等の非認知能力、並びに、知識及び技能、思考力・判断力・

表現力等の認知能力の伸長を目的として、義務教育段階における異学年集団による学び合い

に計画的に取り組む市町村教育委員会を支援。 

 

○ 令和８年度県当初予算の概要 

・予算額 15,370 千円 

・各市町村が雇用する非常勤講師の人件費や専門家・外部講師の報償費等を支援。 

 

○ 実施団体の応募要件及び決定 

市町村教育委員会に以下の応募要件を付して事業提案を募り、外部有識者による審査を 

経て、支援する４団体を決定。 

【応募要件】 

・３つ以上の異なる学年に属する児童生徒で構成された異学年集団を編成すること 

・国語、社会、算数・数学、理科、生活科、外国語活動・外国語（英語）から１教科以上を 

選択し実施すること 

・年間１０単位時間以上の学習活動を行うこと 

・原則、令和８～１０年度の３年間継続すること 

・学校公開、校内研修等を通じて、効果検証を実施すること 

 

○ 実施団体及び推進校の取組状況 

・岐阜市教育委員会：岐阜市立藍東学園（６月１５日より、全学年で授業を開始。） 

・羽島郡二町教育委員会：笠松町立松枝小学校 （６月２２日より、授業を開始。） 

・北方町教育委員会：北方町立北学園、北方町立南学園 

（北学園は４月３０日より、南学園は４月２８日より、授業を開始。） 

・池田町教育委員会：池田町立温知小学校（５月２７日より、授業を開始。） 
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